
 

 

 
 
                                       
                                       
 
 
 
 

 

 

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯

にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの

心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活

を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進することを目的に、令和５年４

月１日から「こども基本法」が施行されます。 

この法律が施行されることによって、こども政策を推し進めていくための根幹となる考え方や姿勢が

示されるとともに、はっきりとこどもの権利が法律によって守られることになります。 

 

［ こども基本法 ６つの基本理念 ］ 
 

❶ 個人の尊重、基本的人権の尊重、法の下の平等 など 

❷ こどもの健やかな成長を支えること 

❸ 意見を表明し参加できること （子どもの意見の尊重） 

❹ 子どもにとって最もよいことを進めること （子どもの最善の利益） 

❺ 家庭を基本として、こどもに十分な支援がおこなわれること 

❻ 子育てに夢を持ち、喜びを実感できる社会を整備すること 

 

 

 
 

これまで、こどもに関係する仕事は、国のいろいろな省庁が別々に行ってきましたが、4 月からは

「こども家庭庁」が政府の中のこども政策全体のリーダーになります。これまで、おとなが中心になっ

ていた社会のかたちを、 

“こどもにとって一番いいことは何か” ”こどもまんなか社会” へと変えていく 

司令塔となる新しい組織として「こども家庭庁」ができます。 
 
 
［ こども家庭庁の６つの基本方針 ］ 
 
 ❶ こどもや子育てをしている人の目線に立った政策を作ること  

 ❷ すべてのこどもが心も身体も健康に育ち、幸せになること 

 ❸ だれひとり取り残さないこと 

❹ 政府の仕組みや組織、こどもの年齢によって、こどもや家庭への支援がとぎれないようにすること 

❺ こどもや家庭が自分から動かなくても、必要な支援が届くようにすること 

❻ こどもに関する調査・データを集め、それをしっかり政策にいかすこと 
 
 

［ こども家庭庁が大切にする３つの姿勢 ］ 
 

❶ こどもの目線、子育てをしている人の声を大切にすること  

❷ 地方自治体（都道府県・市区町村）と協力すること 

❸ NPO や地域の人たちと話し合い、協力すること 

同時に「こども家庭庁」ができます 

人権意識の高揚と 

 人権が尊重される社会の 

実現をめざして 

２０２３年（令和５年）２月作成 
 
日出町人権教育啓発推進協議会 

４月から「こども基本法」が施行されます 



 
※ 日本の子どもの幸福度（５～19 歳の子どもについて） 
 

『身体的健康』『精神的幸福度』『スキル』の３項目で分析 

日本の子どもは上位と下位の差が大きく、総合で下位に位置する 
 

【身体的健康傾向】 

死亡率は低く、肥満割合も低い（ ＝ 健康である） 

【精神的幸福度傾向】 

生活満足度が高い子どもの割合は６割程度、自殺率も平均より高い 

【スキル - 学力傾向】 

読解力・数学的思考は上位 

【スキル - 社会的傾向 ＝すぐに友達ができる】 

人間関係の構築に自信を持っている子どもの割合が少ない 

（ユニセフ報告書「レポートカード」より） 

   

 

 

 

こども基本法とこども家庭庁が創設された背景

にはいくつかの問題や課題があります。 
 

⓵ 深刻な少子化 

➁ コロナ禍で加速した児童虐待やいじめ問題 

➂ 貧困問題 

④ 世界と比べて低いこどもの幸福度 ※ 

⑤ 親の子育て負担の増加  などです。 
 

 これらは、子どもの人権にかかる課題（児童虐

待・いじめ問題・体罰・児童ポルノ など）とも 

深く関わる問題です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
こども・若者のみなさんへメッセージ 

（政府インターネットテレビ より抜粋） 
 

みなさん、こんにちは。みなさんは、この国や社会のルールを作る

ときに、自分の意見や声が反映されていると思ったことはあります

か。自分の権利が大切にされていると感じたことはありますか。今

の社会では、大人が中心となって様々なことを決めてしまっている

と感じているかもしれません。こどもや若者のみなさんは、一人ひ

とりがとても大切な存在です。みなさんが、自分らしく、健やかに、

幸せな状態で、大人になることができるように、社会全体で支えて

いくことが、とても大事です。そのためには、こども・若者のみなさ

んにとって、何が最も良いことかということを、こどもの目線、若者

の目線で、考えていく必要があります。そこで、これまで大人が中心

になっていた国や社会のかたちを、「こどもまんなか社会」に変えて

いくための新しい国の組織として、2023年４月に、こども家庭庁

を作ることになりました。 

こども家庭庁は、こどもや若者に関する国の仕事のリーダーとな

り、政府の仕事をリードしていきます。また、こども家庭庁自身も、

子どもや若者が健やかで幸せな状態で成長するための取組や困って

いるこどもや若者へのサポートを進めていきます。そして、仕事を

進めるときは、いつも、こども・若者のみなさんにとって一番良いこ

とは何かを、こどもや若者の目線で考えていきます。 

「こどもまんなか社会」では、こども・若者のみなさん一人ひとり

が主役です。こども家庭庁は、単にこども・若者を対象とした政策を

進めるだけでなく、どういう政策を進めるかということをこどもや

若者のみなさんと一緒に考えて、みなさんと共に「こどもまんなか

社会」をつくっていきたいと考えています。そのためには、こどもや

若者のみなさんの声や意見が、何よりも大事です。こども家庭庁は、

こども・若者のみなさんから直接意見を聴く仕組みや場をつくり、

いただいた意見をしっかりと受け止めて、積極的に国の取組に反映

させていきます。ぜひ、みなさんの声をこども家庭庁に届けてくだ

さい。 

みなさんの声を大切にし、みなさんと一緒に考え、一緒に政策を

作っていく、そんなこども家庭庁にしていきます。 
 
 

（こども政策担当大臣 小倉將信） 

こども基本法・こども家庭庁 創設の背景 
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つ
い
て
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「
普
通
み
ん
な
そ
う
だ
と
思
う
」。
私
は
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
、
嫌
な
気
持

ち
に
な
っ
た
。
普
通
と
は
何
な
ん
だ
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
。
自
分
が
当
た

り
前
、
普
通
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
、
相
手
に
と
っ
て
は
普
通
じ
ゃ
な
い

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
、
考
え
を
押
し
つ
け
て
、
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
を
基
準
に
し
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
た
。 

  

私
が
、
差
別
と
聞
い
て
一
番
最
初
に
思
い
浮
か
ん
だ
も
の
が
、
障
が
い
者

差
別
だ
っ
た
。
私
は
、
障
が
い
者
の
人
に
対
し
て
、
す
ご
い
な
と
驚
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
分
県
社
会
福
祉
事
業
団
と
い
う
、
障
が
い
者
の

人
が
働
け
る
施
設
を
作
る
活
動
を
し
て
い
る
カ
フ
ェ
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と

だ
っ
た
。
店
員
さ
ん
は
、
丁
寧
な
接
客
だ
っ
た
。
そ
の
接
客
に
対
し
て
驚
い

て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
は
障
が
い
者
の
人
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
偏
見

を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
私
の
よ
う
に
偏
見
を
持
っ
た
人
が
、
こ
の
よ
う
な

施
設
を
利
用
し
て
、
障
が
い
者
へ
の
理
解
が
も
っ
と
深
ま
っ
て
い
っ
て
ほ
し

い
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
偏
見
を
持
つ
人
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
、
減
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

差
別
が
起
こ
る
の
は
、
周
り
の
人
が
、
自
分
が
普
通
で
相
手
が
普
通
じ
ゃ

な
い
と
決
め
つ
け
て
い
る
か
ら
だ
。
外
見
や
性
格
な
ど
は
、
世
界
で
誰
一
人

同
じ
人
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
が
一
人
一
人
の
違
い
を
、
お
互
い
に

認
め
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
普
通
を
決
め
つ
け
ず
、
も
っ
と
広
い
心
を
持

て
る
人
が
増
え
れ
ば
、
差
別
が
な
く
な
り
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
よ
り
よ
い
社
会

に
な
っ
て
い
く
と
思
う
。 

 

 


